
【住まいを確認するため 
の添付書類】

入手先

・世帯全員分の「住民票」

＊続柄は記載。 
＊ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰは不記載。 
＊発行後６ヶ月以内。

市区町村の役所 

【収入を確認するための添付書類】 入手先

収入あり

◇給与収入◇（パート等） ・平成 30 年の「源泉徴収票」(写) 勤め先の会社 

◇年金収入◇ 
（遺族年金・障害年金 

 含む） 

・平成 30 年の「源泉徴収票」(写) 

・直近の「年金額改定通知書」(写) 

・直近の「年金振込通知書」(写) 

年金事務所 

◇自営業・不動産収入・ 

株式配当等の収入◇ 
・「確定申告書」及び「収支内訳書」の直近３年分(写) － 

◇別居・仕送りあり◇ 
・仕送り金が振り込まれた銀行口座、直近３カ月の 

通帳コピー(写) 
－ 

収入なし ◆「平成 30年度 非課税・課税証明書」(原本) （29 年中の内容が載るものです） 市区町村の役所 

住まいは 
被保険者と 

ご用意いただく添付書類は？ 

私は扶養され
ている配偶者
です。

今現在の

収入は 

◆「平成３０年度非課税・

課税証明書」（原本）

平成 30年の源泉徴収票は、 

確定申告等に使用される前に、

コピーをご用意ください。

収入を確認する書類

※下図をご覧ください。

平成３０年度 被扶養者資格の再確認(検認)

◆「平成３０年度非課税・ 

課税証明書」（原本）

◇仕送りが 

確認できる書類◇ 

（現金手渡し不可） 

≪お願い≫ 

ご用意いただいた書類は返却いたしませ

ん。追加で書類のご提出をお願いすること

があります。また、検認の目的以外には使

用いたしません。 

予めご了承ください。 

★あてはまる
もの全てを 
ご用意くだ
さい。 

いずれか一つ 

収入を確認する書類

※下図をご覧ください。

※複数お勤め先が 
ある方は全社分

今現在の

収入は 

提出期限 平成３１年２月２８日までにご提出ください。 

提出期限までにご提出がない方、認定条件が満たない方は平成３１年３月１日付で資格を削除させていただきます。

世帯全員分の 

「住民票」 

（続柄記載・原本）


